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蒸気機関の発明者ジェームズ・ワット（一七三六～一八一九）は、広く知られている英 

国産業革命の英雄である。特許権を得て、経営者ボールトンと組んでボールトン・ワット 

商会を設立し、ワット型蒸気機関の製造を一手に引き受けて、膨大な収益を手にした。長 

い期間をかけた特許権侵害訴訟にも最終的に勝訴して、未払いの特許権使用料三万ポンド 

も手にしていた。その富で、ハンズワースに土地を買い、ヒースフィールドという立派な 

邸宅を建てて住んだ。 

 富だけではない。名誉もまた得た。技術の職人としては初めてロンドン王立協会の会員 

に選ばれ、フランス学士院の外国会員にも選ばれた。バンクス卿は、ワットを准男爵へと 

強く推薦したが、さすがにワットは、それは辞退した。 

 ワットの生涯を振り返れば、蒸気機関の発明からその発明を生かした蒸気機関の製造ま 

で、苦労の連続であった。だが苦労の大半は成功につながる経験であり、懐かしい思い出 

だったろう。 

 ただ一つ、嫌な思い出が残った。特許権侵害訴訟である。とりわけブルとの特許権侵害 

訴訟においては、危ないところでワットの特許権が無効となりそうなところまで行き、そ 

れを見ていたコーンウォールの鉱山主たちは、契約した特許料を支払うことを止めてしま 

った。最終的には、長い期間をかけた特許権侵害訴訟にも勝訴して、未払いの特許権使用 

料三万ポンドも手にしたのだが。 

 

 

 

 

 

特許権侵害訴訟では、侵害したとされる被告側は、その侵害の有無を争う他に、特許権 

自体が無効であるとして争うこともできる。エジソンの白熱電灯特許に対しては、当然に 

その特許権は無効であるとして争われた。ゲーベルの証拠はゲーベル抗弁として、訴訟に 

おいて最有力であった。 

 だがエジソンは、そうした争いにすべて勝った。その勝利のポイントは、電灯発明のス 

タート時に考えた、中央発電所から一括で電気を供給し、多数の電灯を点灯すること、そ 

のためには電灯は並列に接続されてあって、電灯の電気抵抗は高いことが求められること 

――であった。だからエジソン特許のクレームの最重要のポイントは高抵抗値のカーボン 

フィラメントであった。 

 かなり厳しい訴訟であったに違いない。現代の特許実務で見れば、このエジソンの白熱 

電灯特許は勝ちきることはできないのではないか。このような広いクレームは認められに 

くい。それでもエジソンは勝った。 

 

 

 なぜエジソンは直流にこだわり、交流の採用に抵抗したのだろうか。そこには多くの要 

因があった。交流システムが出現したとき、すでに直流のシステムはできていたし、理論 

も確立していた。発電機からモーターまで、そして電流計などの計測器一式が直流システ 



ムとして完成していた。 

 エジソンのことであるから、新たに出現した交流システムについてもかなり研究したは 

ずだ。しかし未知の部分が多かった。たとえば複数の交流発電機を作動させたときに、交 

流の変化はそれぞれの発電機ごとに異なるのか、あるいは時間的に一致するのか。また交 

流のモーターは後にテスラが発明したのだが、当時はまだ存在していなかった。発電機は 

存在しても電動機がないという状況では、交流の分も悪い。あらゆる測定器や電力計も直 

流方式であった。能率や損失も交流の方が悪かった。 

 だがエジソンの判断を狂わせたのは、すでに直流方式で発電機から送電網、配電網など  

を作り上げてしまっていたことであった。ナンバーワンの企業として今さら交流に変更す 

ることはできない。技術が進化していくときの悲劇の一つであった。 

 

 

 

GE社は同じようなミスをさらに繰り返す。白熱灯の基本技術が GE社の真空管の技術 

水準を飛躍的に高めた。オーディオ用から極超短波用の真空管まで、また超小型の真空管 

から大規模電力用真空管まで、多種多様で高技術水準の真空管を GE社は開発し製造した。 

真空管で世界をリードしたのであった。付加価値は高く、当然、利益率も高く GE社の経 

営に大きく貢献した。 

問題はトランジスタの時代になったときである。GE社は真空管からトランジスタに切  

り替えることができない。真空管で十分な利益を得ているのに対して、新参のトランジス 

タは技術的に不安定であるし、製造システムも確立していない。なによりトランジスタを 

手がければ、自社の真空管市場を荒らす可能性が高い。なぜそうしたことを自らしなけれ 

ばならないのか。 

トランジスタに挑戦していったのは、フェアチャイルド社、テキサス・インスッルメン 

ト社、インテル社など真空管技術とはまったく無線の企業であった。 

 

 

 

戦争が特許紛争を解決するということ 

一九一七年四月、米国は第一次世界大戦に参戦することを決定した。参戦するにあたり、 

航空機特許中でもライト兄弟による基本特許を米国航空機メーカーが使用できるかが国 

家課題になっていた。すでに欧州での大戦の経験は、航空機なしには戦争はできないこと 

を教えていた。 

 この年の一月、米国政府は、ライト兄弟の基本特許とカーティスによるエルロン特許を 

ほぼ妥当な二足の特許使用料を支払うことで誰しもが使用できるようにするべきであると、 

多くの関係者や機関に働きかけていた。それまでにもライト・マーチン社は、特許使用料 

を支払えば特許は利用できると説明してきていたが、その提示していた高額な特許使用料 

を支払う条件では到底、米国において広く飛行機を製造することはできないと政府関係者 

は見ていた。 

 これを受けて全米航空諮問委員合は、クロス・ライセンシング協定の案を提示した。こ 

の協定案はそれまでの条件を大きく引き下げるものだとして、ライト・マーチン社は当初 

これに反対したが、議会が法案を審議する過程でついに妥協した。なにしろ米国が参戦決 



定する際の重要な条件の一つになってしまった以上、議会はさらに厳しい条件を求めてく 

るかもしれない。ライト・マーチン社もそれ以上は抵抗できなかった。 

 クロス・ライセンシング協定は、まず一九一七年時点で存在する航空機の特許権一三〇 

件をプールし、協定メンバーは加盟の際に一〇〇〇ドルを支払い、飛行機一機製作すると 

二〇〇ドルを特許権使用料として支払うこととした。 

 

 

 

実は日本において 

も同じような深刻な問題が発生している。半導体集積回路のキルビー特許について、テキ 

サス・インスッルメント社が分割出願を繰り返して、最終的に特許になったのが、一九八 

六年であった。米国で特許出願したのが一九五九年、日本に特許出願したのが一九六〇年 

であったから、およそ四半世紀を経てようやく特許になったわけである。 

 それが幸いしたのはもちろんテキサス・インスッルメント社であった。特許になるのが 

遅れれば遅れるほど、半導体産業は規模を大きくしていくから、その基本特許権に対して 

支払うべきライセンス・ロイヤリティの額は増える。 

 

 

◆まとめ 

エジソンによる白熱電灯特許における権利範囲の問題はすでに見てきた。スワンによる 

白熱電灯がある以上、エジソンによる白熱電灯発明はパイオニア発明とは言い難い。それ 

でもエジソンは広い権利の特許権を取得した。もしもパイオニア発明であるならば、広い 

権利の特許権も十分に考えられる。しかしその場合の広い権利とは実際にどのようなこと 

を意味するのだろうか。 

 ライト兄弟による航空機における横滑り防止技術はまさにパイオニア発明であった。し 

かしパイオニア発明だからといって、後続の改良発明群をすべて排除できるだけの権利を 

この基本発明の発明者に与えることは妥当なことなのだろうか。ましてやライト兄弟のよ 

うに、後続のカーティスによる改良発明を見て、後になってから彼の特許権の権利範囲を 

拡大していくということは、どうも許容範囲を超しているように思える。 

 もう一つは、こうした基本発明の場合、特許権になるのが遅れる傾向がある。セルデン 

による内燃機関を用いた自動車発明がそれである。それも意図的に特許になるのを遅らせ 

るということとなれば、問題はより深刻となる。 

 この間題については幸い、すでに述べたように各国の特許制度が改正されて、特許権の 

期間はあくまでも出願から起算されるようになった。ただそうなるとパイオニア発明は特 

許になるのが遅れる傾向があるとすれば、権利期間は結果的に短くなるおそれがでてくる。 

貴重な革新的発明を生み出した者に、適正な保護を与えることができないという別の問題 

が発生してくるわけである。 

 ワットによる蒸気機関の発明もパイオニア発明の例であると言ってよい。ワットの場合、 

技術史家から批判を受けるのは、彼の発明を他の者に利用させなかったことである。実施 

許諾し、そのかわり特許使用料を求めればよいところ、ワットはかたくなに他の者がワッ 

トの発明を利用することを拒否した。排他権としての特許権の持つ本質的な問題と言って 

もよい。 



 現代ではこの間題は、一つは基本特許権を中心にして関連する特許権を集めて、これら 

の特許権をまとめてライセンシングする仕組み＝パテント・プールによって解決されつつ 

ある。特許権が排他権だからといって、他者を排除するのではなく、逆に積極的に幅広く 

特許権を実施許諾していく方式である。 

 もう一つは、特許制度の中に強制実施許諾制度を設けるやり方である。特許権者が実施 

許諾に同意しない場合に、その特許の実施希望者に対して国が間に入って、実施権の設定 

をするというものである。 

 

 

 

エジソン効果 

しかもまことに興味深い現象が現れたのである。この電極にプラス 

の電位を与えるとフィラメントと電極間に電流は流れ、逆にマイナスの電位を与えると電 

流は流れなくなった。白熱電灯に流れる電流が制御できるという現象であった。偶然の発 

見であって、セレンディピティということになる。この電流制御現象を見出したのだから、 

それがどのような目的＝必要性があるか不明ではあるが……。 

 ともあれエジソンは一八八三年一一月一五日に特許出願した。ただエジソンはそこで研 

究をストップした。この電球内での電流制御の現象がどのような目的につながるか関心も 

ないし、考えもしなかった。 

 

 

 

すでに知られている化学物質について、新たな用途を見出したときの発明を用途発明と 

言う。医薬の発明に多く、特定の治療に用いる医薬が、新たな別の薬効を見出したような 

場合も用途発明となる。たとえばあの催奇性で悪名高い睡眠薬のサリドマイドであるが、 

最近ではこれが特定のがんに対して、抗がん剤として有効であることが明らかになってき 

ている。そうなれば抗がん剤としての用途発明というわけである。 

  

 

もめながら権利行使で儲けるということ 

初め RCAは電灯に関して GEがとった特許戦略を検討してみた。それは GEの電球の 

売上に対して特許使用者の売上を一定比率以下に制限するというものであった。それによ 

って競争者の追い上げを制限し、市場を自らの管理下に置くという戦略である。この方式 

は初め司法省から独占禁止法の観点から反対されたが、一九二六年に最高裁判所は許容し 

ている。特許権の独占的利用に対してやや緩い時代を反映した政策であった。 

 ただ RCAは、電球についてそうした最高裁判所の判断があったとしても、それがただ 

ちにラジオ受信機の特許に適用できるか、という点に関しては確証を持てなかった。なに 

しろラジオ受信機の製造会社は多数存在していたし、それらの製造や販売の規模を制限す 

ることはかなり困難であり、電球のように単純にその価格を割り出して制限するというこ 

とも無理であった。それになにより RCAは特許相互協定によって多数の無線の特許を使 

用許可し得る立場にある。そうした特許相互協定自体が連邦取引委員会からは非難されて 

いた。 



 そこで RCAは一九二七年、一〇万ドル以上の規模の会社に制限して、すべての特許に   

ついて使用を許可し、その代わり売上高の七・五％の特許料を求めることとした。これは 

しかし猛烈な反対を受けた。政治家とともに中小企業のラジオ製造会社が RCAを訪ねた。 

そこで相手企業の規模制限をはずし、また特許使用料も高すぎるという非難を受けたので、 

これも三二年に、七・五％から五％に下げた。 

 それでも RCAの特許料収入は増大する一方であった。それも当然のことであって、た 

とえば一九二九年の場合、全米でラジオ受信機は四〇〇万台以上が製造された。一台の平 

均価格は一三六ドル程度であったから、総売上高は六億ドル程度になる。これに対しての 

七・五％と言えば四五〇〇万ドルにも上るのである。 

 

 

 レーザービーム・プリンターに圧倒的な競争力を有するキャノン社がそれで、レーザー 

ビーム・プリンターに関してキヤノン社は一万件近い特許権を保有し、それをまとめてプ 

リンターの販売価格の二・五％程度のロイヤリティで他社に提供している。 

 

 

 

研究所において固体増幅器のチームリーダーであったから、常に報告は聞いていたが、と  

もかく実験のときに立ち会っていないことは確かだ。そうなると発明者の中にショックレ 

ーの名を入れるわけにはいかない。 

 米国においては、発明を複数の発明者が共同でした場合、共同発明者として取り扱われ 

る。その場合の共同発明者の範囲については実に厳密である。ただ開発を一緒にやってい 

たからという理由で共同発明者になるわけではないし、その開発チームの責任者であって 

発明がそのチームで生み出されたからという理由で共同発明者になるわけでもない。その 

発明を生み出す過程で、発明者として明確な貢献があったということが証明されなければ 

ならない。 

 日本では、この共同発明者の範囲がややあいまいになる傾向がある。開発チームに長く 

所属していて、地味な実験にもいやがらずに貢献してくれたので、共同発明者としてリス 

トアップしないわけにはいかない、というような理由で共同発明者になる場合がある。特 

に開発チームのリーダーであって、開発の方向付けをして、発明の課題を提示したチーム 

責任者のような場合、しばしば発明が生まれると、その共同発明者として扱われることが 

多い。組織の上下関係がやたらと強調され、組織の和を尊ぶ日本では、開発チームのトッ 

プを無条件で共同発明者にリストアップすることが多い。 

 米国ではそうはならない。安易に共同発明者をリストアップしたりすると、後にそれが 

事実に相違する場合、特許無効の原因とすらなる。 

 

 

それにしても八〇年代は日本の半導体産業にとって、良き時代であった。東芝、日本電 

気、三菱電機、富士通などが競って半導体集積回路工場を建設し、技術開発も総力を挙げ 

て進めていた時代であった。 

しかし反面、半導体集積回路には米国のきわめて有力な特許権が存在していた。日本企 

業はその米国企業の特許権から逃げることはできなかった。当然のことであるが、半導体 



集積回路基本特許に対しては、特許権実施許諾契約をすることによって解決するほかない。 

ところがその実施許諾契約によるライセンス・ロイヤリティが恐ろしく高額であったの 

だ。日本の半導体集積回路製造企業は、ともかくその製造した集積回路の販売価格のおよ 

そ一〇％のロイヤリティを米国企業に支払わなければならなかった。 

 支払うべき相手の米国企業は、集積回路基本特許権を有する米国のフェアチャイルド社 

とテキサス・インスッルメント社であった。 

 日本の製造業では、売上高経常利益率が一〇％を超えることは少ない。もしも超えたら 

超優良製造企業と言える。ところが特許の実施許諾のためのロイヤリティだけで、製品価 

格の一〇％を支払っていたのであるから、それがどれほど大きな負担であったかが理解で 

きよう。大手半導体製造企業一社で一〇〇〇億円を超すロイヤリティを支払ったと伝わっ 

ている。 

 それほどの高額なロイヤリティの支払いを求める特許とは何か。 

一つは米国テキサス・インスッルメント社が有するキルビー特許であり、もう一つが同 

じ米国のフェアチャイルド社が有するプレナー特許であった。日本の半導体技術者にとっ 

て、忘れようにも忘れることのできない特許であった。 

 そうした中、富士通だけがテキサス・インスッルメント社を相手にその特許が無効であ 

るとして争い、最後に勝訴した。悲喜こもごものストーリーがそこにあった。 

・・・ 

富士通の勝訴となった。最高裁判所も高裁の判断と同じであった。 

日本の集積回路製造各社は、テキサス・インスッルメント社にすでに多額のロイヤリテ 

ィを支払っていたが、その特許権は裁判所において無効と判断された。しかしすでに支払 

った多額のロイヤリティは返却されることはなかった。そうした契約にはなっていなかっ 

たからだ。 

 

 

ともかく科学の世界では研究成果はすべて論文にして公開することが求められる。公開 

されない研究成果は、そもそも研究自体が存在しなかったものとすら扱われる。 

 それに対して技術の世界はまったく異なる。技術上の新規な工夫をした場合、その新た 

な工夫を別の者に伝えるか、公開するかと言えば、それは稀である。ほとんどは秘匿する。 

わざわざ別の者にその新しい技術上の工夫を説明し、公開しなければならない理由も動機 

もない。むしろ競争相手に対しては、新規な工夫や技術上の方法などは秘匿しておくこと 

になる。 

・・・ 

近代特許制度は、技術に関する工夫は、何もしなければ秘匿されること、新たな技術上 

の工夫や創作を多くの人々に利用させるためには、むしろ積極的に保護した方がよいこと  

を前提としている。積極的に保護するために、一定期間だけは発明者だけがその発明を利 

用することができるように法律で保護し、その特許期間がすぎた後は、誰もがその発明を 

利用できるようにすること、もしも特許期間中に、他の者がその発明を利用したいときは、 

特許権を有する者に許可を得て利用する、という仕組みが特許制度であった。 

 科学と技術は似ているようで、実は本質的な部分で大きく異なっているのだ。 

 だから科学研究の成果を、技術における創作の保護のために作られた特許制度に結びつ 

けることには、科学者からすると強い抵抗を感じるのである。 



 レントゲン博士は、後に何度も、なぜ特許を取得しなかったのかと尋ねられたときに、 

まったく特許取得などは考えもしないし、後になっても考える気はないと明言している。 

 

 

 

 

原子炉の特許は、技術的に未完だから拒絶（日本） 

 

 東京高等裁判所は一九六三年九月に判決を出し、特許庁の判断を支持し請求を棄却した。 

 裁判所は、原子炉が安全にかつ工業的に利用し得るように作動するためにはいくつかの 

条件が満たされるべきであると言う。この原子炉の発明については、その条件として、原 

料あるいは減速材として垂水、黒鉛、ペリリウムなどに関する純度など、また天然ウラン 

と減速物質との配置及びその所要量、また原子炉からの熱除去のための構築物資を原子炉 

中に配置する必要があるがその具体的技術内容、そして原子炉を安全に運転するための制 

御方法などが説明されるべきであるとした。 

 ところがこの原子炉発明の特許出願明細書には、原料、重水、黒鉛などの純度について 

の説明はなく、ウランと減速物資との配置や所要量の説明もなく、熱除去の説明もない。 

とりわけ原子炉の制御において重要な鍵を握る、時遅れの中性子の発生に基づく制御が記 

述されていない。したがって危険防止、安全確保の手段が具体的に明らかにされていない 

この発明は、産業界において安全確実に実施するための要件を欠如したものであり、技術 

的に未完成のものであるとして特許とするものではないと判断した。 

 フランス政府はこの高等裁判所の判断に納得せず、結局、最高裁判所に上告した。その 

判決は一九六九年になされ、高等裁判所の判断と同じものであった。 

 

 

なぜ特許においては明細書が大事なのかを考えるために、著作権との違いを手がかりに 

してみよう。 

 発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である。特許とは、 

要するに創作された技術思想を権利にしたものである。 

 これに対して、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 

美術又は音楽の範囲に属するもの」である。著作権とは、要するに創作的表現を権利にし 

たものである。 

 著作権は、表現を権利にするのであるから、わざわざその権利の内容を文書に記述する 

必要はない。表現とは相手に対して何らかの情報を伝える方法であるから、それ自体が人 

にとって理解できることである。仮に理解できない表現となれば、それは表現の目的に沿 

わないものと言わなければならない。したがって著作権においては、権利発生にともない 

一切の手続きもその内容の説明も求めない。 

 これに対して、特許権は思想としての発明を権利にするのであるから、その思想の内容 

を誰しもが理解できるようにしておかなければならない。 

 

 

 



米国では、研究者は必ず研究ノートを持ち、毎日、研究の進行状況をメモしていき、そ 

れを上司や同僚に確認してもらい、サインを頼む。この研究ノートが後に、特許訴訟にな 

つた時など、決定的な役割を果たすことを研究者の誰もがよく理解している。 

 トランジスタの発明者であるバーディーンやブラッティンの研究ノートは今もあり、ト 

ランジスタ発明の決定的瞬間がノートの形で残っている。 

 これまで日本企業の技術者は研究ノートを作成することを習慣にしていなかった。しか 

し米国での特許訴訟をひとたび経験した企業では、次第に社内の技術者・研究者に研究ノ 

ートを作成するようにルール化し始めている。 

 しかも職務発明について各発明者の貢献度を評価する場合にも、この研究ノートが重要 

な役割を果たす。誰が発明の着想をしたのか、誰が発明を具体的に動くまでのところまで 

に貢献したのか――それを明らかにするのに、この研究ノートが決定的な証拠となる。こ 

れまでのような、単に開発チームの上司だから共同発明者になるということは許されない。 

 この研究ノートでは、ルーズリーフ式のノートは避けなければならない。後で差し替え 

たと問題視される可能性があるからだ。清書することも許されない。 

 

 

 

 大学などで研究をしている場合、その研究成果を早く論文に取りまとめて発表をしたい 

と考える。なにしろ科学研究の世界では、世界の研究者が同じテーマで競争して研究をし 

ているだけに、その成果は一刻を争って発表したいというのもよく理解できる。 

 しかし研究の成果を論文で公表した場合、その後に、研究成果を特許出願しても、自ら 

の公表によって特許にはならないという深刻な問題も考えておいた方がよい。 

・・・ 

 日本には特許法の中で、「新規性喪失の例外」という制度が用意されており、研究者が 

先に論文で公表したりした場合、六カ月以内ならば、後に特許出願してもその論文で自ら 

の特許出願が拒絶にならないようにする例外ルールがある。 

 しばしば大学の研究者から、この制度について質問されることがあるが、このルールは 

利用しないことをおすすめする。この制度では、確かに先に公表した論文によって自らの 

特許出願が拒絶になるということは防止できるが、仮に他の研究者がその公表した論文を 

読んで、急ぎ、その技術内容を特許出願した場合には手の打ちようがない。法はそこま 

では対応するようにできてはいない。 

 

これまでの判例にしたがうならば、職務発明が特許となり、その特許に基づいて会社が利 

益を得た場合、その利益のおよそ五％程度が発明者への対価として支払われるべきとされ 

ている。特許に基づいた利益の代表例としては、その特許権を他社に実施許諾して得られ 

るロイヤリティ収入があり、その額の五％が発明者にリターンされるわけである。その意 

味では、発明者はその生み出した特許権が他社にどのようにライセンスされているかを、 

常に確認することが大事になってくる。 

 

 

 

 


